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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 提出会社の最近３中間会計期間及び最近２事業年度に係る主要な経営指標等の推移 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 当社は、中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移については、

記載しておりません。 

３ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の第59期については、１株当たり当期純損益が損失となっており、潜在株式

がないため記載しておりません。また、第59期中・第60期中・第60期及び第61期中については、潜在株式がないため記載

しておりません。 

４ 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。 

５ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用

しております。 

  

回次 第59期中 第60期中 第61期中 第59期 第60期 

会計期間 

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日 

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日 

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日 

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日 

営業収益 (千円) 2,700,061 2,761,832 2,677,085 5,134,730 5,297,119 

経常利益 (千円) 84,976 154,521 154,719 51,795 276,145 

中間(当期)純利益又は 
当期純損失(△) 

(千円) 17,998 103,796 88,532 △87,562 160,778

持分法を適用した場合の
投資利益 

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 626,761 626,761 626,761 626,761 626,761 

発行済株式総数 (株) 11,653,920 11,653,920 11,653,920 11,653,920 11,653,920 

純資産額 (千円) 1,093,406 1,091,151 1,210,592 999,153 1,138,399 

総資産額 (千円) 9,030,001 8,572,098 8,417,526 8,719,411 8,363,113 

１株当たり純資産額 (円) 47.24 47.04 58.48 38.22 51.56 

１株当たり中間(当期)純
利益又は当期純損失(△) 

(円) 1.72 9.94 8.48 △8.38 15.40

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 12.1 12.7 14.4 11.5 13.6 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 304,123 301,264 247,753 450,884 596,940

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △54,902 203,821 48,148 △23,698 273,550

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △360,897 △256,094 △158,817 △606,133 △460,153

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(千円) 195,952 377,673 676,102 128,680 539,018

従業員数 
(ほか、平均臨時 
雇用者数) 

(名) 
200 
(324)

197
(322)

195
(317)

191 
(306)

195
(304)



２ 【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

  

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

(注) 従業員数は就業人員であり、(外書)は臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人員であります。 

  

(2) 労働組合の状況 

特記すべき事項はありません。 

  

従業員数(名) 
195 
(317) 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

  当中間会計期間におけるわが国経済は、原油高や米国のサブプライム問題等の不安材料を抱えておるものの、

企業の設備投資が底堅く推移する等、景気も回復基調を保ち続けております。また、個人消費におきましては、

雇用環境が改善されてきたものの、株価の下落、ガソリン価格の上昇、地方税の負担増等の消費者心理を悪化さ

せる要因にて足踏み状態となっております。 

  一方、リゾートホテル業界におきましては、引続き海外旅行が好調に推移する中で、国内旅行も法人需要が回

復傾向にあるものの、宿泊単価は依然として厳しい状況にあります。また、レストラン業界におきましては、業

態による格差が見られ、日本料理店・居酒屋等は厳しい状況がつづいております。 

  このような環境の中で当社は、営業力を強化し強固な収益基盤を築くため、攻めの営業に転じるべく、「強い

集客力」「強い収益力」「強い集団」を柱とした平成19年４月より平成22年３月までの３ヶ年の「第３次中期経

営改善計画」を策定しスタートさせました。 

  上記の結果、当中間会計期間における売上高は、前期の事業所閉鎖及び鴨川グランドホテルの改修工事の影響

等もありましたが、ホテル西長門リゾートが引続き好調を維持したことで2,677百万円（前年同期比3.1％減）と

なりました。経常利益は154百万円（前年同期比0.1％増）、中間純利益につきましては、固定資産除却損、減損

損失等で61百万円計上したことで、88百万円（前年同期比14.7％減）となりました。 

  

  事業の部門別の業績は次のとおりです。 
  

［ホテル事業］ 

  ホテル事業は、ファミリー層を取込むべく鴨川グランドホテルの改装を実施致しましたことで、当中間会計期間

の前半は、工事の影響を受け宿泊人員は前年同期比4.6％減少致しましたが、ホテル西長門リゾートが引続き好調を

持続し宿泊人員にて前年同期比8.3％増加いたしました。 

  一方、ビジネスホテルにおきましては、鴨川イン平塚が大口需要先の撤退等で稼働率が低下いたしましたが、そ

の他は高稼働を維持いたしました。 

  その結果、売上高は1,899百万円（前年同期比1.5％減）となりました。 

  

［リゾート関連事業］ 

  リゾート関連事業は、個人消費が伸び悩む中で、稼動率は前年並みを維持できました。 

  その結果、売上高は、366百万円（前年同期比2.0％増）となりました。 

  

［レストラン事業］ 

  レストラン事業は、接待需要の回復が遅れております日本料理「鴨川」が引続き厳しい状況にあります。タイ料

理店は賃料の値上げの激しい「ザ・サイアム」銀座を８月に閉店致しました。 

  その結果、前期の閉鎖店等の影響もあり、売上高は238百万円（前年同期比23.5％減）となりました。 

  

［その他関連事業] 

  その他関連事業は、リネン事業の前期における新規先獲得等の寄与により、売上高は172百万円（前年同期比

6.1％増）となりました。 



(2) キャッシュ・フローの状況 

  当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ137百万円増

加し、676百万円となりました。 

  当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当中間会計期間末において営業活動により得られた資金は247百万円（前年同期比17.7％減）となりました。 

  これは主に、税引前中間純利益93百万円であり、減価償却費135百万円、減損損失23百万円等の非資金損益項目

を計上したことによるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当中間会計期間末において投資活動により獲得した資金は48百万円（前年同期比76.3％減）となりました。これ

は主として、有形固定資産の取得による支出があったものの、差入保証金の回収があったことによるものでありま

す。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  当中間会計期間末において財務活動により使用した資金は158百万円（前年同期比37.9％減）となりました。こ

れは主に社債及び借入金返済によるものであります。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 収容能力及び収容実績 

当中間会計期間における収容能力及び収容実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ ホテル事業及びリゾート関連事業の収容能力は客室定員数に営業日数を乗じて算出しております。 

２ レストラン事業の収容能力は席数に営業日数(１日２回転)を乗じて算出しております。 

  

(2) 販売実績 

当中間会計期間における販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ その他関連事業はコンビニエンスストアー店舗、クリーニング等の売上であります。 

２ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

３ 総販売実績に対し10％以上に該当する販売先はありません。 

  

事業の部門別の名称 
収容能力
(人) 

前年同期比
（％） 

収容実績
(人） 

前年同期比
（％） 

利用率 
(％) 

前年同期増減
（％） 

ホテル事業 249,858 △2.1 132,015 △1.0 52.8 0.5 

リゾート関連事業 150,975 1.1 48,314 0.0 32.0 △0.4 

レストラン事業 143,250 △19.0 91,135 △9.4 63.6 6.7 

合計 544,083 △6.4 271,464 △3.8 ― ― 

事業の部門別の名称 売上高(千円) 前年同期比（％） 

ホテル事業 1,899,596 △1.5 

リゾート関連事業 366,197 2.0 

レストラン事業 238,989 △23.5 

その他関連事業 172,301 6.1 

合計 2,677,085 △3.1 



３ 【対処すべき課題】 

  当中間会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はあり

ません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

（1）重要な設備計画の完了 

    前事業年度末に計画していた設備計画のうち、当中間会計期間に完了したものは、次のとおりであります。

  （注）1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

     2 投資額については、施工業者と工事金額について協議中であります。 

  

（2）重要な設備の除却等 

      該当事項はありません。 

  
事業所名 

（所在地） 

  

事業部門 

  

  

設備の内容 

  

投資額 

（百万円） 

  

完了年月 

  

完成後の 

増加能力 

鴨川グランドホテル 

（千葉県鴨川市） 

ホテル 洋室・レストラン・コン

ベンション改修工事 

237 平成19年７月 能力の増加は殆ど

なし 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

(注) Ａ種優先株式の内容は、以下のとおりであります。 

  

（Ａ種優先配当金） 

１ 毎決算期の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録質権者に利益配当を行うときは、Ａ種優先株式を有する

株主（以下「Ａ種優先株主」という。）及びＡ種優先株式の登録質権者（以下「Ａ種優先登録質権者」という。）に対

し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）及び普通株式の登録質権者（以下「普通登録質権者」とい

う。）に先立ち、Ａ種優先株式１株につき、発行価額に１００分の１０を乗じた金額を上限として、当該Ａ種優先株式発

行に際し取締役会の決議で定める額の利益配当金（以下「Ａ種優先配当金」という。）を支払う。 

（非累積条項） 

２ ある営業年度においてＡ種優先株主及びＡ種優先登録質権者に対して支払う利益配当金の額がＡ種優先配当金の額に達

しないときは、その不足額（以下「累積未払配当金」という。）は翌営業年度以降に累積しない。 

（非参加条項） 

３ Ａ種優先株主及びＡ種優先登録質権者に対しては、Ａ種優先配当金を超えて配当は行わない。 

（Ａ種優先株主に対する残余財産の分配） 

４ ① 残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主及びＡ種優先登録質権者に対し、普通株主及び普通登録質権者に先立ち、

Ａ種優先株式１株につき発行価額相当額を支払う。 

②Ａ種優先株主及びＡ種優先登録質権者に対しては、前号のほか残余財産の分配は行わない。 

（Ａ種優先株式の買受消却） 

５ 株主に配当すべき利益をもってＡ種優先株式の一部又は全部を買受け、これを消却することができる。 

（Ａ種優先株式の議決権） 

６ Ａ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。 

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 24,600,000 

Ａ種優先株式 1,400,000 

計 26,000,000 

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月21日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 10,453,920 10,453,920
ジャスダック
証券取引所 

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式 

Ａ種優先株式 1,200,000 1,200,000 ― (注) 

計 11,653,920 11,653,920 ― ― 



（Ａ種優先株式の償還請求権） 

７ ① Ａ種優先株主は、平成21年7月1日から平成36年3月28日まで、毎年7月1日から7月31日までの期間（以下、「償還請求

可能期間」という。）において、当期未処分利益の５０％から、当該償還請求がなされた営業年度において、その発行

している優先株式の任意買入若しくは強制償還を既に行ったか、又は既に強制償還を実施する旨の決定を行った分の価

額の合計額を控除した額を限度として、Ａ種優先株式の全部又は一部の償還請求をすることができ、償還請求可能期間

満了の日以降、法令の定めに従い、遅滞なく償還手続きを行うものとする。 

② 前号の限度額を超えてＡ種優先株主からの償還請求があった場合、償還可能期間経過後において実施する抽選その他

の方法により決定する。 

③ 償還価額は、Ａ種優先株式１株につき発行価額相当額とする。 

（株式の併合又は分割、新株引受権等） 

８ ① 法令に定める場合を除き、Ａ種優先株式について株式の併合又は分割を行わない。 

② Ａ種優先株主には新株の引受権又は新株予約権若しくは新株予約権付社債の引受権を与えない。 

（Ａ種優先株式の転換予約権） 

９ Ａ種優先株主は、Ａ種優先株式発行に際して取締役会の決議で定める転換を請求し得べき期間中、当該決議で定める転

換の条件でＡ種優先株式の普通株式への転換を請求することができる。 

（Ａ種優先株式の強制転換） 

10 ① 転換を請求し得べき期間中に転換請求のなかったＡ種優先株式は、同期間の末日の翌日以降の取締役会で定める日

（以下、「強制転換日」という。）をもって、Ａ種優先株式１株の払込金相当額を強制転換日に先立つ４５取引日目に

始まる３０取引日の日本証券業協会における普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値の

ない日数を除く。円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。以下、「強制転換価額」とい

う。）で除して得られる数の普通株式となる。 

② 前号の平均値が（ア）Ａ種優先株式の発行に際して取締役会で定める上限転換価額を上回るとき、又は（イ）当該取

締役会で定める下限転換価額を下回るときは、前号のＡ種優先株式は、Ａ種優先株式１株の払込金相当額を、（ア）の

場合には当該上限転換価額で、（イ）の場合には当該下限転換価額で、それぞれ除して得られる数の普通株式となる。

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 



(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

(5) 【大株主の状況】 

①普通株式 
平成19年９月30日現在 

  
②Ａ種優先株式 

平成19年９月30日現在 

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 

(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(千円) 

資本金残高
  

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成19年９月30日 ― 

普通株式 

10,453,920 

優先株式 

1,200,000 

― 626,761 ― 498,588

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％) 

鈴 木 初 子 千葉県鴨川市 3,026 28.95 

鈴 木 政 夫 千葉県鴨川市 1,491 14.27 

鈴 木 健 史 東京都目黒区 1,267 12.12

株式会社大扇商事 千葉県鴨川市西町1140番地１ 1,256 12.01 

ちばぎんリース株式会社 
千葉県千葉市花見川区花園２丁目
１番22号 

476 4.55

ちばぎんコンピューター 
サービス株式会社 

千葉県千葉市緑区おゆみ野中央６丁目
12番地 

476 4.55

鴨川共栄会 東京都墨田区江東橋３丁目２番８号 389 3.72 

株式会社千葉銀行 千葉県千葉市中央区千葉港１番２号 240 2.29 

日本興亜損害保険株式会社 東京都千代田区霞が関３丁目７番３号 120 1.14 

栢 尾 基 世 千葉県松戸市 102 0.97 

計 ― 8,845 84.61 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％) 

株式会社千葉銀行 千葉県千葉市中央区千葉港１番２号 1,000 83.33 

日本興亜損害保険株式会社 東京都千代田区霞が関３丁目７番３号 200 16.67 

計 ― 1,200 100 



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

  

② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価はジャスダック証券取引所におけるものであります。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 
Ａ種優先株式 

1,200,000 
―

「１(1)②発行済株式」の「内容」
の記載参照 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式   12,000

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

10,411,000 
10,411 同上

単元未満株式 
普通株式 

30,920 
― 同上

発行済株式総数 11,653,920 ― ― 

総株主の議決権 ― 10,411 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 

(株) 

他人名義
所有株式数 

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％) 

(自己保有株式） 
株式会社鴨川グランド 
ホテル 

東京都墨田区江東橋３丁
目２番８号 

12,000 ― 12,000 0.11

計 ― 12,000 ― 12,000 0.11 

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 295 290 321 310 299 294 

最低(円) 285 275 280 284 276 275 



  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

  



第５ 【経理の状況】 

１ 中間財務諸表の作成方法について 

 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以

下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作

成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の

中間財務諸表についてはみすず監査法人により中間監査を受け、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、

当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の中間財務諸表については、千葉第一監査法人によ

り中間監査を受けております。 

なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

第60期中間会計期間の中間財務諸表 みすず監査法人 

第61期中間会計期間の中間財務諸表 千葉第一監査法人 

  

３ 中間連結財務諸表について 

当社には子会社がありませんので、中間連結財務諸表は作成しておりません。 



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

    該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

    該当事項はありません。 

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

  

    前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(資産の部)                    

Ⅰ 流動資産                    

１ 現金及び預金   377,673     676,102     539,018    

２ 受取手形 ※３ 1,036     856     1,516    

３ 売掛金   203,677     192,902     206,804    

４ 有価証券 ※２ 10,000     10,000     10,000    

５ たな卸資産   61,209     64,281     61,407    

６ その他   121,205     159,716     131,668    

  貸倒引当金   △12,674     △12,893     △12,733    

   流動資産合計     762,128 8.9   1,090,966 13.0   937,682 11.2

Ⅱ 固定資産                    

１ 有形固定資産 ※１                  

 (1) 建物 ※２ 5,038,161     4,886,421     4,790,766    

 (2) 土地 ※２ 1,210,783     1,210,783     1,210,783    

 (3) その他   259,844     250,497     246,977    

  有形固定資産合計   6,508,789     6,347,702     6,248,527    

２ 無形固定資産   25,604     25,152     25,583    

３ 投資その他の資産                    

 (1) 投資有価証券 ※２ 179,287     137,466     163,830    

 (2) 差入保証金   673,185     446,750     600,499    

 (3) その他 ※２ 424,834     351,831     365,366    

   貸倒引当金   △1,731     △457     △487    

  投資その他の 
  資産合計 

  1,275,576   935,590 1,129,208   

  固定資産合計     7,809,970 91.1   7,308,445 86.8   7,403,320 88.5

Ⅲ 繰延資産     ― ―   18.115 0.2   22.109 0.3

資産合計     8,572,098 100.0   8,417,526 100.0   8,363,113 100.0

           



  

  

    前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(負債の部)                    

Ⅰ 流動負債                    

 １ 買掛金   177,467     173,612     147,420    

 ２ 短期借入金 ※２ 2,864,500     3,673,650     3,690,350    

 ３ 一年以内返済の 
   長期借入金 

※２ 2,782,950   184,000 189,600   

 ４ 一年以内償還の 
   社債 

※２ ―   200,000 200,000   

 ５ 未払金   33,216     230,463     32,806    

 ６ 未払費用   259,628     256,755     243,267    

 ７ 未払法人税等   14,203     10,582     15,526    

 ８ 賞与引当金   38,526     36,854     36,793    

 ９ その他   170,801     148,486     199,371    

   流動負債合計     6,341,292 74.0   4,914,404 58.4   4,755,136 56.9

Ⅱ 固定負債                    

 １ 社債 ※２ ―     700,000     800,000    

 ２ 長期借入金 ※２ 4,800     553,950     590,350    

 ３ 繰延税金負債   42,284     24,616     35,658    

 ４ 退職給付引当金   58,875     75,808     61,615    

 ５ 役員退職慰労 
   引当金 

  43,971   51,274 46,492   

 ６ 預り保証金   982,625     879,930     928,360    

 ７ その他   7,100     6,950     7,100    

   固定負債合計     1,139,655 13.3   2,292,530 27.2   2,469,576 29.5

   負債合計     7,480,947 87.3   7,206,934 85.6   7,224,713 86.4

(純資産の部)                    

Ⅰ 株主資本                    

１ 資本金     626,761 7.3   626,761 7.5   626,761 7.5

２ 資本剰余金                    

(1) 資本準備金   498,588     498,588     498,588    

資本剰余金合計     498,588 5.8   498,588 5.9   498,588 6.0

３ 利益剰余金                    

(1) その他利益剰余金                    

繰越利益剰余金   △93,754     51,760     △36,771    

利益剰余金合計     △93,754 △1.1   51,760 0.6   △36,771 △0.5

４ 自己株式     △2,565 △0.0   △2,683 △0.0   △2,565 △0.0

株主資本合計     1,029,030 12.0   1,174,426 14.0   1,086,012 13.0

Ⅱ 評価・換算差額等                    

１ その他有価証券 
  評価差額金    62,121 0.7 36,165 0.4   52,387 0.6

評価・換算差額等 
合計    62,121 0.7 36,165 0.4   52,387 0.6

純資産合計     1,091,151 12.7   1,210,592 14.4   1,138,399 13.6

負債純資産合計     8,572,098 100.0   8,417,526 100.0   8,363,113 100.0

           



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比

(％) 金額(千円)
百分比
(％) 金額(千円) 百分比

(％) 

Ⅰ 営業収益     2,761,832 100.0   2,677,085 100.0   5,297,119 100.0

Ⅱ 営業費用     2,548,947 92.3   2,465,950 92.1   4,920,618 92.9

営業利益     212,884 7.7   211,134 7.9   376,501 7.1

Ⅲ 営業外収益 ※１   6,249 0.2   7,334 0.3   24,897 0.5

Ⅳ 営業外費用 ※２   64,612 2.3   63,749 2.4   125,253 2.4

経常利益     154,521 5.6   154,719 5.8   276,145 5.2

Ⅴ 特別利益 ※３   ― ―   ― ―   100,000 1.9

Ⅵ 特別損失 ※４ 
※６  45,455 1.7 61,207 2.3   206,291 3.9

税引前中間（当期）
純利益    109,066 3.9 93,512 3.5   169,853 3.2

法人税、住民税 
及び事業税    5,269 0.1 4,980 0.2   9,074 0.2

中間（当期）純利益    103,796 3.8 88,532 3.3   160,778 3.0

           



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

  

  

  

  

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 

平成18年３月31日残高(千円) 626,761 498,588 

中間会計期間中の変動額     

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) ― ― 

平成18年９月30日残高(千円) 626,761 498,588 

  

株主資本 

利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

平成18年３月31日残高(千円) △197,550 △2,071 925,727 

中間会計期間中の変動額       

 中間純利益 103,796   103,796 

 自己株式の取得   △494 △494 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 103,796 △494 103,302 

平成18年９月30日残高(千円) △93,754 △2,565 1,029,030 

  

評価・換算差額等 

純資産合計 その他 
有価証券 

評価差額金 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日残高(千円) 73,425 73,425 999,153 

中間会計期間中の変動額       

 中間純利益     103,796 

 自己株式の取得     △494 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) △11,304 △11,304 △11,304 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) △11,304 △11,304 91,997 

平成18年９月30日残高(千円) 62,121 62,121 1,091,151 



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

  

  

  

  

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 

平成19年３月31日残高(千円) 626,761 498,588 

中間会計期間中の変動額     

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) ― ― 

平成19年９月30日残高(千円) 626,761 498,588 

  

株主資本 

利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

平成19年３月31日残高(千円) △36,771 △2,565 1,086,012 

中間会計期間中の変動額       

 中間純利益 88,532   88,532 

 自己株式の取得   △117 △117 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 88,532 △117 88,414 

平成19年９月30日残高(千円) 51,760 △2,683 1,174,426 

  

評価・換算差額等 

純資産合計 その他 
有価証券 

評価差額金 

評価・換算
差額等合計 

平成19年３月31日残高(千円) 52,387 52,387 1,138,399 

中間会計期間中の変動額       

 中間純利益     88,532 

 自己株式の取得     △117 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) △16,221 △16,221 △16,221 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) △16,221 △16,221 72,192 

平成19年９月30日残高(千円) 36,165 36,165 1,210,592 



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

  

  

  

  

  

  

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 

平成18年３月31日残高(千円) 626,761 498,588 

事業年度中の変動額     

事業年度中の変動額合計(千円) ― ― 

平成19年３月31日残高(千円) 626,761 498,588 

  

株主資本 

利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

平成18年３月31日残高(千円) △197,550 △2,071 925,727 

事業年度中の変動額       

 当期純利益 160,778   160,778 

 自己株式の取得   △494 △494 

事業年度中の変動額合計(千円) 160,778 △494 160,284 

平成19年３月31日残高(千円) △36,771 △2,565 1,086,012 

  

評価・換算差額等 

純資産額 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日残高(千円) 73,425 73,425 999,153 

事業年度中の変動額       

 当期純利益     160,778 

 自己株式の取得     △494 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) △21,038 △21,038 △21,038 

事業年度中の変動額合計(千円) △21,038 △21,038 139,246 

平成19年３月31日残高(千円) 52,387 52,387 1,138,399 



④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

  

    
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー         

１ 税引前中間（当期）純利益   109,066 93,512 169,853 

２ 減価償却費   159,661 135,289 312,654 

３ 減損損失   44,816 23,305 84,185 

４ 貸倒引当金の増加・減少(△)額   3,007 130 1,822 

５ 賞与引当金の増加・減少(△)額   △608 61 △2,341 

６ 退職給付引当金の増加・減少(△)額   △24,603 14,193 △21,863 

７ 役員退職慰労引当金の増加・減少(△)額   1,623 4,782 4,144 

８ 支払利息   60,257 48,273 120,352 

９ 社債利息   ― 4,323 ― 

10 社債発行費償却   ― 3,994 ― 

11 固定資産除却損   639 31,713 96,058 

12 ゴルフ会員権評価損   ― ― 6,705 

13 売上債権の減少・増加(△)額   △8,335 14,561 △11,942 

14 たな卸資産の減少・増加(△)額   △2,292 △2,873 △2,490 

15 前払費用の減少・増加(△)額   △26,876 5,349 △15,742 

16 未収入金の減少・増加(△)額   1,736 △404 2,401 

17 仕入債務の増加・減少(△)額   39,961 26,191 9,914 

18 未払金の増加・減少(△)額   1,341 △14,423 11,370 

19 未払費用の増加・減少(△)額   25,569 13,434 9,504 

20 未払消費税等の増加・減少(△)額   24,604 △16,762 27,513 

21 前受金の増加・減少(△)額   △32,957 △30,721 △4,281 

22 預り金の増加・減少(△)額   5,807 353 1,887 

23 預り保証金の増加・減少(△)額   △10,954 △48,430 △62,739 

24 その他の固定負債の増加・減少(△)額   △450 △150 △450 

25 その他   △4,361 △2,992 1,904 

小計   366,652 302,715 738,422 

26 利息及び配当金の受取額   328 595 657 

27 利息支払額   △55,177 △46,319 △131,600 

28 法人税等の支払額   △10,539 △9,237 △10,539 

営業活動によるキャッシュ・フロー   301,264 247,753 596,940 



  

  

  

次へ 

    
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー         

１ 有形固定資産取得による支出   △30,197 △80,196 △68,135 

２ 投資有価証券の取得による支出   △749 △799 △1,649 

３ 差入保証金に係る支出   △14,921 △170 △14,921 

４ 差入保証金の回収による収入   246,218 120,902 308,399 

５ その他の投資に係る支出   △419 △419 △30,278 

６ その他の投資の回収による収入   3,891 8,831 80,136 

投資活動によるキャッシュ・フロー   203,821 48,148 273,550 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー         

１ 短期借入金の増加・減少(△)額(純額)   △111,400 △16,700 714,450 

２ 長期借入金の返済による支出   △144,200 △42,000 △2,152,000 

３ 社債の発行による収入   ― ― 1,000,000 

４ 社債の発行による支出   ― ― △22,109 

５ 社債の償還による支出   ― △100,000 ― 

６ 自己株式の取得による支出   △494 △117 △494 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △256,094 △158,817 △460,153 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加・減少(△)額   248,992 137,084 410,337 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   128,680 539,018 128,680 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高   377,673 676,102 539,018 

          



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  

  
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

中間決算日の市場

価格等に基づく時

価 法 ( 評 価 差 額

は、全部純資産直

入法により処理

し、売却原価は、

移動平均法により

算定) 

(1) 有価証券 

 その他有価証券 

    同左 

  

(1) 有価証券 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

決算日の市場価格

等に基づく時価法

(評価差額は全部

純資産直入法によ

り処理し、売却原

価は移動平均法に

より算定) 

  時価のないもの 

移動平均法による

原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  (2) デリバティブ 

   時価法 

(2) デリバティブ 

   ―――――   

(2) デリバティブ 

     時価法 

  (3) たな卸資産 

商品及び原材料・貯

蔵品 

先入先出法による原

価法 

(3) たな卸資産 

同左 

(3) たな卸資産 

同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

定額法 

なお、耐用年数につい

ては原則として法人税

法に定める耐用年数を

適用しておりますが、

平成10年度税制改正前

に取得した建物(建物

付属設備を除く)につ

いては、改正前の耐用

年数を継続して適用し

ております。 

(1) 有形固定資産 

同左 

  

(1) 有形固定資産 

同左 

  (2) 無形固定資産及び長期

前払費用 

定額法 

なお、耐用年数につい

ては法人税法に定める

耐用年数を適用してお

ります。 

(2) 無形固定資産及び長期

前払費用 

同左 

  

(2) 無形固定資産及び長期

前払費用 

同左 

  

３ 繰延資産の処理方

法 

――――― 社債発行費 

社債償還期間（第１回社債

は2.5年、第２回社債は３

年）に亘り均等償却 

社債発行費 

同左 



  

  
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般

債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能

性を勘案し、回収不能

見込額を計上しており

ます。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

  (2) 賞与引当金 

従業員に対して支給す

る賞与の支出に充てる

ため、将来の支給見込

額のうち当中間会計期

間の負担額を計上して

おります。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

従業員に対して支給す

る賞与の支出に充てる

ため、将来の支給見込

額のうち当期の負担額

を計上しております。 

  

  (3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

えるため、当期末にお

ける退職給付債務及び

年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間

末において発生してい

ると認められる額を計

上しております。 

なお、会計基準変更時

差異(288,137千円)に

ついては、15年による

按分額を費用処理して

おります。 

また、数理計算上の差

異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数

(４年)による定額法に

より、それぞれ発生の

翌期から費用処理して

おります。 

(3) 退職給付引当金 

同左 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

えるため、当期末にお

ける退職給付債務及び

年金資産の見込額に基

づき計上しておりま

す。 

なお、会計基準変更時

差異(288,137千円)に

ついては、15年による

按分額を費用処理して

おります。 

また、数理計算上の差

異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(４

年)による定額法によ

り、それぞれ発生の翌

期から費用処理してお

ります。 

  (4) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支

払に備えるため、内規

に基づく当中間会計期

間末要支給額を計上し

ております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 

(4) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支

払に備えるため、内規

に基づく当期末要支給

額を計上しておりま

す。 



  

  

  
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

５ リース取引の処理

方法 

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。 

同左 同左 

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満た

している金利スワップ

については特例処理に

よっております。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

（ヘッジ手段） 

金利スワップ 

（ヘッジ対象） 

借入金の利息 

(3) ヘッジ方針 

金利変動リスクをヘッ

ジしております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方

法 

当社のヘッジ会計の方

法は金利スワップの特

例処理のみであるた

め、有効性の評価を省

略しております。 

――――― 

  

  

  

  

(1) ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満た

している金利スワップ

については特例処理に

よっております。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

（ヘッジ手段） 

金利スワップ 

（ヘッジ対象） 

借入金の利息 

(3) ヘッジ方針 

金利変動リスクをヘッ

ジしております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方

法 

当社のヘッジ会計の方

法は金利スワップの特

例処理のみであるた

め、有効性の評価を省

略しております。 

７ 中間キャッシュ・

フロー計算書（キ

ャッシュ・フロー

計算書）における

資金の範囲 

手許現金、要求払預金及び

取得日から３ヶ月以内に満

期日又は償還日の到来する

流動性の高い、容易に換金

可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスク

しか負わない短期的な投資

からなっております。 

同左 同左 

８ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項 

 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の

会計処理は、税抜方式に

よっております。 

なお、仮払消費税等と仮

受消費税等は相殺し、流

動負債のその他に含めて

計上しております。 

 消費税等の会計処理 

同左 

 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の

会計処理は、税抜方式に

よっております。 



会計処理の変更 

  

表示方法の変更 

  

  
次へ 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

（貸借対照表の純資産の表示に関す

る会計基準等） 

 当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月9日 企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月9

日 企業会計基準適用指針第８号）

を適用しております。 

これによる損益に与える影響はあ

りません。 

なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は「純資産の部」の

金額と同額であります。 

中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。 

  

――――― 

（貸借対照表の純資産の表示に関す

る会計基準等） 

 当事業年度から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月9日 企業会計基準第５号）及び

「貸借対照表の純資産の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成17年12月9日

企業会計基準適用指針第８号）を適

用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は「純資産の部」の

金額と同額であります。 

 財務諸表等規則の改正により、当

事業年度における財務諸表は、改正

後の財務諸表等規則により作成して

おります。 

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

（中間キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「貸倒引当金

の増加・減少（△）額」は、前中間会計期間は「その

他」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が

増したため区分掲記しております。 

 なお、前中間会計期間の「その他」に含まれている

「貸倒引当金の増加・減少（△）額」は2,164千円で

あります。 

  

――――― 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成19年９月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

9,477,528千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

9,262,659千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

9,244,954千円 

※２ 担保に供している資産 ※２ 担保に供している資産 ※２ 担保に供している資産 

  千円 

建物 4,825,777 

土地 498,500 

投資有価証券 63,200 

投資その他の

資 産 そ の 他

(投資不動産) 

36,815 

計 5,424,293 

  千円 

建物 4,773,320 

土地 498,500 

投資有価証券 48,643 

投資その他の

資 産 そ の 他

(投資不動産)

7,175 

計 5,327,639 

  千円 

建物 4,651,550 

土地 498,500 

投資有価証券 58,931 

投資その他の

資 産 そ の 他

(投資不動産) 

12,115 

計 5,221,097 

対応する債務 対応する債務 対応する債務 

  千円 

短期借入金 2,864,500 

長期借入金 2,729,639 

(うち１年以 
内の返済額) 

(2,724,839)

計 5,594,139 

  
  

  

    

  千円 

短期借入金 3,673,650 

長期借入金 737,950 

(うち１年以
内の返済額) 

(184,000)

社債 900,000 

(うち１年以
内の償還額) 

(200,000)

計 5,311,600 

  千円 

短期借入金 3,690,350 

長期借入金 758,239 

(うち１年以 
内の返済額) 

(189,600)

社債 1,000,000 

(うち１年以 
内の償還額) 

(200,000)

計 5,448,589 

上記以外に営業保証供託金と

して以下の資産を差し入れて

おります。 

上記以外に営業保証供託金と

して以下の資産を差し入れて

おります。 

上記以外に営業保証供託金と

して以下の資産を差し入れて

おります。 

  千円 

有価証券 10,000 

    

  千円 

有価証券 10,000 

    

千円 

有価証券 10,000 

※３ 中間会計期間末日満期手形の処
理 
中間会計期間末日満期手形は、
手形交換日をもって決済処理し
ております。従って、当中間会
計期間末日は、金融機関の休日
であったため、中間会計期間末
日満期手形が以下の科目に含ま
れております。 

  千円 

受取手形 305 

※３ 中間会計期間末日満期手形の処
理 
中間会計期間末日満期手形は、
手形交換日をもって決済処理し
ております。従って、当中間会
計期間末日は、金融機関の休日
であったため、中間会計期間末
日満期手形が以下の科目に含ま
れております。 

  千円 

受取手形 256 

※３ 期末日満期手形の処理 
期末日満期手形の会計処理につ
いては、手形交換日をもって決
済処理しております。 
なお、当期末日が金融機関の休
日であったため、次の期末日満
期手形が、期末残高に含まれて
おります。 

千円 

受取手形 330 



(中間損益計算書関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 営業外収益のうち主要項目 ※１ 営業外収益のうち主要項目 ※１ 営業外収益のうち主要項目 

  千円

受取配当金 343

   

  千円

受取配当金 478

   

  千円

受取配当金 618

保険配当金 8,156

※２ 営業外費用のうち主要項目 ※２ 営業外費用のうち主要項目 ※２ 営業外費用のうち主要項目 

  千円

支払利息 60,257

  千円

支払利息 48,273

社債利息 4,323

社債発行費償却 3,994

  千円

支払利息 120,352

※３ 特別利益のうち主要項目 

――――― 

※３ 特別利益のうち主要項目 

――――― 

※３ 特別利益のうち主要項目 

  千円

店舗立退補償金 100,000

※４ 特別損失のうち主要項目 

  千円

固定資産除却損  

建物 309

車輌及び運搬具 12

器具及び備品 317

計 639

※４ 特別損失のうち主要項目 

  千円

固定資産除却損  

建物 3,063

構築物 14

器具及び備品 133

計 3,211

※４ 特別損失のうち主要項目 

  千円

固定資産除却損  

建物 76,456

構築物 12,930

車輌及び運搬具 12

器具及び備品 6,658

計 96,058

  千円

減損損失 44,816

  千円

解体撤去費 28,502

減損損失 23,305

  千円

減損損失 84,185

   

 ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額 

  千円

有形固定資産 159,640

無形固定資産 20

計 159,661

  千円

有形固定資産 135,269

無形固定資産 20

計 135,289

  千円

有形固定資産 312,613

無形固定資産 40

計 312,654



  

  

前へ   次へ 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※６ 当中間会計期間において、以

下の資産について減損損失を計

上しております。 

  

（減損損失の認識に至った経緯） 

 収益性の低下により、固定資産の

帳簿価額の全額を回収できる可能性

が低いと判断したレストラン店舗に

ついて減損損失を認識しておりま

す。 

 遊休資産については、市場価格が

帳簿価額より下落していることから

減損損失を認識しております。 

（資産のグルーピングの方法） 

 原則として事業所別にグルーピン

グしておりますが、ジャイロ会員を

主体として運営している施設につい

てはリゾート関連としてグルーピン

グしております。 

 遊休資産については、個々の物件

単位でグルーピングをしておりま

す。 

（回収可能価額の算定方法） 

 レストラン店舗、遊休資産につい

ては、正味売却価額により算定して

おります。 

 正味売却価額については不動産業

者からの買取見込提示額等から処分

費用見込額を差引いて算定しており

ます。 

用途 
場所 種別 減損損失 

（千円） 

レストラン店舗 
東京都中央区 

建物 41,228

その他 1,132

遊休資産 
千葉県長生郡 

投資その
他の資産
その他 

2,454

合計 44,816

※６ 当中間会計期間において、以

下の資産について減損損失を計

上しております。 

  

（減損損失の認識に至った経緯） 

 収益性の低下により、固定資産の

帳簿価額の全額を回収できる可能性

が低いと判断したレストラン店舗に

ついて減損損失を認識しておりま

す。 

（資産のグルーピングの方法） 

 原則として事業所別にグルーピン

グしておりますが、ジャイロ会員を

主体として運営している施設につい

てはリゾート関連としてグルーピン

グしております。 

 遊休資産については、個々の物件

単位でグルーピングをしておりま

す。 

（回収可能価額の算定方法） 

 レストラン店舗、遊休資産につい

ては、正味売却価額により算定して

おります。 

 正味売却価額については不動産業

者からの買取見込提示額等から処分

費用見込額を差引いて算定しており

ます。 

用途 
場所 種別

減損損失
（千円） 

レストラン店舗
東京都中央区 

建物 21,442

その他 1,863

合計 23,305

※６ 当事業年度において以下の資

産について減損損失を計上して

おります。 

  

（減損損失の認識に至った経緯） 

 収益性の低下により、固定資産の

帳簿価額の全額を回収できる可能性

が低いと判断したレストラン店舗に

ついて減損損失を認識しておりま

す。 

 遊休資産については、市場価格が

帳簿価額より著しく下落しているこ

とから減損損失を認識しておりま

す。 

（資産のグルーピングの方法） 

 原則として事業所別にグルーピン

グしておりますが、ジャイロ会員を

主体として運営している施設につい

てはリゾート関連としてグルーピン

グしております。 

 遊休資産については、個々の物件

単位でグルーピングをしておりま

す。 

（回収可能価額の算定方法） 

 レストラン店舗については、使用

価値及び正味売却価額により、ま

た、遊休資産については正味売却価

額により算定しております。 

 使用価値につきましては、将来キ

ャッシュ・フローを資本コストの

4.7％で割り引いて算定しておりま

す。 

 正味売却価額につきましては、不

動産鑑定士による評価から処分費用

見込額を差引いて算定しておりま

す。  

  

用途 

場所 
種別 

減損損失 

（千円） 

レストラン店舗

東京都中央区・

新宿区 

建物 80,597 

その他 1,132 

遊休資産 

千葉県長生郡 

投資その

他の資産

その他 

2,454 

合計 84,185 



(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

  

２ 自己株式に関する事項 

  
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加1,760株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 10,453,920 ― ― 10,453,920 

Ａ種優先株式（株） 1,200,000 ― ― 1,200,000 

合計（株） 11,653,920 ― ― 11,653,920 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 10,681 1,760 ― 12,441



当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

  

２ 自己株式に関する事項 

  
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加400株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

  
  

２ 自己株式に関する事項 

  
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加1,760株 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

    該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

    該当事項はありません。 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 10,453,920 ― ― 10,453,920 

Ａ種優先株式（株） 1,200,000 ― ― 1,200,000 

合計（株） 11,653,920 ― ― 11,653,920 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 12,441 400 ― 12,841

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 10,453,920 ― ― 10,453,920 

Ａ種優先株式(株) 1,200,000 ― ― 1,200,000 

合計(株) 11,653,920 ― ― 11,653,920 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 10,681 1,760 ― 12,441 



(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

前中間会計期間末 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間末
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日) 

現金及び現金同等物の中間貸借対照

表に掲記されている科目の金額との

関係 

現金及び現金同等物の中間貸借対照

表に掲記されている科目の金額との

関係 

現金及び現金同等物の貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

  千円 

現金及び預金勘定 377,673 

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
― 

現金及び現金同等物 377,673 

  千円 

現金及び預金勘定 676,102 

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
― 

現金及び現金同等物 676,102 

  千円 

現金及び預金勘定 539,018 

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
― 

現金及び現金同等物 539,018 

      



(リース取引関係) 
  

  

前へ   次へ 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 
(1) リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高

相当額 

  
なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高が有形

固定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しておりま

す。 

    
車輌及び 
運搬具 
(千円) 

  
器具 

及び備品 
(千円) 

  合計 
(千円) 

取得価額 
相当額   24,072   28,241   52,313

減価償却 
累計額 
相当額 

  10,548   3,562   14,110

中間期末 
残高 
相当額 

  13,524   24,678   38,202

１ リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 
(1) リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高

相当額 

  
なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高が有形

固定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しておりま

す。 

    
車輌及び
運搬具 
(千円) 

器具
及び備品
(千円) 

合計
(千円) 

取得価額 
相当額   24,240 49,095 73,335

減価償却 
累計額 
相当額 

  9,265 10,966 20,231

中間期末 
残高 
相当額 

  14,975 38,128 53,103

１ リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 
(1) リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び期末残高相当

額 

  
なお、取得価額相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

車輌及び
運搬具 
(千円) 

  
器具 

及び備品 
(千円) 

  合計 
(千円) 

取得価額
相当額 24,072   38,129   62,201

減価償却
累計額 
相当額 

12,744   6,374   19,118

期末残高
相当額 11,328   31,755   43,083

(2) 未経過リース料中間期末残高相当

額及びリース資産減損勘定中間

期末残高 
  未経過リース料中間期末残高相当額 

なお、未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リース料

中間期末残高相当額が有形固定

資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

  千円

１年内 9,314

１年超 28,888

計 38,202

(2) 未経過リース料中間期末残高相当

額及びリース資産減損勘定中間

期末残高 
  未経過リース料中間期末残高相当額 

なお、未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リース料

中間期末残高相当額が有形固定

資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。 

  千円

１年内 13,290

１年超 39,812

計 53,103

(2) 未経過リース料期末残高相当額及

びリース資産減損勘定期末残高 
 未経過リース料期末残高相当額 

なお、未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定してお

ります。 

  千円

１年内 10,806

１年超 32,277

計 43,083

(3) 支払リース料、リース資産減損勘
定の取崩額、減価償却費相当
額、支払利息相当額及び減損損
失 
  千円

支払リース料 3,999

減価償却費 
相当額 

3,999

(3) 支払リース料、リース資産減損勘
定の取崩額、減価償却費相当
額、支払利息相当額及び減損損
失 
  千円

支払リース料 6,595

減価償却費
相当額 

6,595

(3) 支払リース料、リース資産減損勘
定の取崩額、減価償却費相当
額、支払利息相当額及び減損損
失 
  千円

支払リース料 9,007

減価償却費
相当額 

9,007

(4) 減価償却費相当額の算定方法 
リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 
リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。 
（減損損失について） 
 リース資産に配分された減損損失はあ

りません。 
２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料(借主) 

  千円

１年内 303,968

１年超 3,294,843

計 3,598,811

（減損損失について）
 リース資産に配分された減損損失はあ

りません。 
２ オペレーティング・リース取引（不

動産に係るリース取引） 
未経過リース料(借主) 

  千円

１年内 302,041

１年超 2,985,855

計 3,287,897

（減損損失について） 
 リース資産に配分された減損損失はあ

りません。 
２ オペレーティング・リース取引（不

動産に係るリース取引） 
未経過リース料(借主) 

  千円

１年内 308,987

１年超 3,140,349

計 3,449,336



(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成18年９月30日) 

１ 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

  

当中間会計期間末(平成19年９月30日) 

１ 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

  

  
取得原価 
(千円) 

中間貸借対照表
計上額(千円) 

差額
(千円) 

(1) 株式 64,669 168,492 103,823 

(2) 債券       

国債・地方債 9,418 10,000 582 

合計 74,087 178,492 104,405 

  
中間貸借対照表計上額

(千円) 
その他有価証券 
非上場株式 

10,795

  
取得原価 
(千円) 

中間貸借対照表
計上額(千円) 

差額
(千円) 

(1) 株式 66,470 126,671 60,200 

(2) 債券       

国債・地方債 9,418 10,000 582 

合計 75,888 136,671 60,782 

  
中間貸借対照表計上額

(千円) 
その他有価証券 
非上場株式 

10,795



前事業年度末(平成19年３月31日) 

１ 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

  

  
取得原価 
(千円) 

貸借対照表
計上額(千円) 

差額
(千円) 

(1) 株式 65,570 153,035 87,464 

(2) 債券       

国債・地方債 9,418 10,000 582 

合計 74,988 163,035 88,046 

  
貸借対照表計上額

(千円) 
その他有価証券 
非上場株式 

10,795



(デリバティブ取引関係) 

  前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いており

ます。 

  

  当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

  前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いておりま

す。 

  

(持分法損益等) 

  前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

関連会社がないため該当事項はありません。 

  

  当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

関連会社がないため該当事項はありません。 

  

  前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

関連会社がないため該当事項はありません。 

  



(１株当たり情報) 

  

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

  

２ １株当たり中間（当期）純利益金額 

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

前へ     

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 47円04銭 １株当たり純資産額 58円48銭 １株当たり純資産額 51円56銭

１株当たり中間純利益 9円94銭 １株当たり中間純利益 8円48銭 １株当たり当期純利益 15円40銭

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。 

  前中間会計期間末
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成19年９月30日） 

前事業年度末
（平成19年３月31日） 

中間貸借対照表(貸借対照表)の純資産

の部の合計額（千円） 

  

1,091,151 

  

1,210,592 

  

1,138,399 

普通株式に係る純資産額（千円） 491,151 610,592 538,399 

差額の主な内訳（千円） 

Ａ種優先株式 

  

600,000 

  

600,000 

  

600,000 

普通株式の発行済株式数（株） 10,453,920 10,453,920 10,453,920 

普通株式の自己株式数（株） 12,441 12,841 12,441 

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た普通株式の数（株） 

  

10,441,479 

  

10,441,079 

  

10,441,479 

  前中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

中間（当期）純利益(千円) 103,796 88,532 160,778 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ― 

普通株式に係る中間（当期）純利益 103,796 88,532 160,778 

普通株式の期中平均株式数(株) 10,442,639 10,441,317 10,442,060 



(2) 【その他】 

鴨川グランドホテルのレストラン新築工事及び既存建物改築工事に伴う工事代金について、施工業者と現在協議

中であります。 

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

  事業年度 第60期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)平成19年６月28日関東財務局長に提出。 

  

（2）有価証券報告書の訂正報告書 

   平成19年10月29日 関東財務局長に提出。 

  上記（1）の有価証券報告書に係る訂正報告書。 

  



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

  
該当事項はありません。 

  



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月８日

株 式 会 社 鴨 川 グ ラ ン ド ホ テ ル 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社鴨川グラン

ドホテルの平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第６０期事業年度の中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１

８年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャ

ッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場か

ら中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社鴨川グランドホテルの平成１８年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１８年４月１日から

平成１８年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 日 高 真理子 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 島 村   哲 

      



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

平成19年12月19日

株式会社鴨川グランドホテル 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社鴨川グランドホテルの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第61期事業年度の中間会計期間(平成

19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主

資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社鴨川グランドホテルの平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(平成

19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示している

ものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

  

以 上 

  

  

千葉第一監査法人 

代表社員 

業務執行社員
  公認会計士  手  島  英  男  ㊞ 

代表社員 

業務執行社員
  公認会計士  田  中  昌  夫  ㊞ 

  
(※) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

しております。 
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